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（様式－１７） 

 

○○○第○○号 

平成○○年○○月○○日 

原子力災害対策本部長内閣総理大臣 名 

 

平成○○年（○○○○年）○○○原子力災害対策本部長の権限の一部の委任について 

  

                                            

 原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２０条第９項の規定に基づ

き、同条第１項、第２項及び第５項に規定する平成○○年（○○○○年）○○○原子力災

害対策本部長の権限（同条第２項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除

く。）のうち、 

 

   ○・・・・・ 

   ○・・・・・ 

   ○・・・・・ 

 

 を平成○○年（○○○○年）○○○原子力災害現地対策本部長に委任する。 
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（
案
） 

○
内
閣
府
告
示
第 

 
 

号 
  

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
条
第
九
項
の
規
定
に 

基
づ
き
、
同
条 

第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
平
成
○
○
年
（
○
○
○
○
年
）
○
○
○
原 

子
力
災
害
対
策
本
部
長
の
権
限
（
同
条 

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
関
係
指
定
行
政
機
関
の
長
に
対
す
る
指 

示
を
除
く
。
）
の
う
ち
、 

 
 
 

○
・
・
・
・ 

 
 
 

○
・
・
・
・ 

 
 
 

○
・
・
・
・ 

を
平
成
○
○
年
（
○
○
○
○
年
）
○
○
○
原
子
力
災
害
現
地
対
策
本
部
長
に
委
任
し
た
の
で
、
同
条
第 

十
項
の
規
定
に
よ
り
告 

示
す
る
。 

  
 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

原
子
力
災
害
対
策
本
部
長
内
閣
総
理
大
臣 

名 
   

（様式－１８） 
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（様式－１９） 

 

公示案 

※輸送の場合は、「陸上輸送の場合、「○○県○○市○○町○○」等、 

海上輸送の場合、「○○県○○灯台から○度○海里のところ」等、 

航空輸送の場合、「○○県○○市の○○、○○キロメートルのところ」

等、 

         において発生した事故現場から○○ｍ」とする。 

 

１．対策拠点施設の移

転先 

原子力災害現地対策本部について、下記の施設に移転する。 

 

○○市、□□町、△△村、・・・※ 

（地域名及び海域が含まれる場合は事故施設（現場）から半径 

○○ｍ圏内の海域）(注) 

２．１．の周辺の居住

者等に対し周知させ

るべき事項 

（例） 
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〇
内
閣
府
告
示
第 

 
 

号 

 

「
平
成
〇
〇
年
（
〇
〇
〇
〇
年
）
〇
〇
〇
事
故
に
係
る
原
子
力
災
害
現
地
対
策
本
部
」
の
設
置
場
所
を
変
更
し
た
の
で
、
平
成
〇
年
〇
月
〇
日
内

閣
府
告
示
第
〇
号
（
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
原
子
力
災
害
対
策
本
部
及
び

原
子
力
災
害
現
地
対
策
本
部
を
設
置
す
る
件
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原
子
力
災
害
対
策
本
部
長 

一 

原
子
力
災
害
対
策
本
部 

 

（
一
）
名 

 
称 

 

平
成
〇
〇
年
（
〇
〇
〇
〇
年
）
〇
〇
〇
事
故
に
係
る
原
子
力
災
害
対
策
本
部 

 

（
二
）
設
置
場
所 

 
東
京
都
（
総
理
大
臣
官
邸
） 

 

（
三
）
設
置
期
間 

 
平
成
〇
〇
年
〇
月
〇
〇
日
か
ら
緊
急
事
態
応
急
対
策
等
を
推
進
す
る
た
め
必
要
と
認
め
る
期
間 

 

二 

原
子
力
災
害
現
地
対
策
本
部 

 

（
一
）
名 

 

称 
 

平
成
〇
〇
年
（
〇
〇
〇
〇
年
）
〇
〇
〇
事
故
に
係
る
原
子
力
災
害
現
地
対
策
本
部 

 

（
二
）
設
置
場
所 

 

変
更
後
の
施
設 

 

（
三
）
設
置
期
間 

 

平
成
〇
〇
年
〇
月
〇
〇
日
か
ら
緊
急
事
態
応
急
対
策
等
を
推
進
す
る
た
め
必
要
と
認
め
る
期
間 

  

（様式－１９） 
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第４節 全面緊急事態（フェーズ２） 
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（様式－２０） 

 

原子力災害被災者支援の体制強化について 

（原子力災害対策本部長決定） 

 

平成○○年○月○日 

原子力災害対策本部長 ○○ ○○ 

 

（原子力施設名称）の事故による原子力災害被災者の生活支援について、「（原子力災害対

策本部名称）」の下に、「原子力被災者生活支援チーム」を設置する。 

 

＜記載例＞ 

１．主な任務 

ア 被災者の避難・受入れの確保（除染体制の確保を含む） 

イ 被災地周辺地域・避難所への物資の輸送、補給 

ウ 被災者への原子力災害時の被ばくに係る医療等の確保 

エ 環境モニタリングと情報提供 

などの諸課題について、○○○○対策本部と緊密に連携しつつ、関係行政機関、関係地方

公共団体、○○電力（株）等関係団体等との調整を行い、総合的かつ迅速に取り組む。 

 

２．構成員 

チーム長   ○○内閣府特命担当大臣（原子力防災） 

○○原子力利用省庁大臣 

事務局長   ○○原子力利用省庁副大臣／大臣政務官 

事務局長補佐  内閣府大臣官房審議官  

 

 

 

３．関係機関との緊密な連携 

・・・との緊密な連携を図る。 
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（様式－２１） 

 

 

原子力緊急事態解除宣言 

 

 

 原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと

認めるため、原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第１５条第

４項の規定に基づき、原子力緊急事態解除宣言を発する。  
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修正前 修正後 

（図 全面緊急事態に至るまでの危機管理体制の移行） 

全面緊急事態に至るまでの危機管理体制の移行

官邸

原子力
事業者

ｵﾌｻｲﾄ
ｾﾝﾀｰ

＜中央＞

【オフサイト対策】

他省庁・
自衛隊等

ＴＶ会議システム起動 派遣

派遣

危機管理センター
内閣府政策統括官及び規制庁長官が

指定する職員

＜現地＞
【オンサイト対策】

緊急参集ﾁｰﾑ
危機管理監
各省庁局長等

規制委員会・内閣府
原子力事故

合同警戒本部
委員会委員長
規制庁長官

内閣府政策統括官等

原子力施設
事態即応センター
規制庁長官が指定する

規制庁職員
必要に応じ委員会委員

現地対策本部
内閣府副大臣又は

大臣政務官等
内閣府大臣官房審議官

協力要請
参集連絡

原子力災害
対策本部

本部長：総理大臣

副本部長：委員会委員長、
官房長官、環境大臣、内
閣府特命担当大臣（原子
力防災）等

本部員：全国務大臣、危
機管理監、内閣府副大臣
又は大臣政務官等

原子力施設
事態即応センター
規制庁長官が指定する

規制庁職員
必要に応じ委員会委員

現地対策本部
内閣府副大臣又は

大臣政務官等
内閣府大臣官房審議官

緊急参集

規制事務所長が指定する
規制事務所職員

緊急参集

事故事象
発生報告

自然災害
発生情報

原子力施設事態即応
センター立ち上げ

全面緊急事態施設敷地緊急事態警戒事態

規制委員会・内閣府
原子力事故

合同対策本部
本部長：内閣府特命担当
大臣（原子力防災）、委員

会委員長

ＥＲＣ

情報収集事態

規制委員会・内閣府
合同情報連絡室

内閣府政策統括官及び規
制庁長官が指定する職員

事務局
（官邸チーム）

内閣府政策統括官
規制庁長官

内閣府・規制庁職員
等

（ＥＲＣチーム）

事務局
（官邸チーム）

内閣府政策統括官
規制庁長官

内閣府・規制庁職員
各省庁職員

（ＥＲＣチーム）

派遣

 

（図 全面緊急事態に至るまでの危機管理体制の移行） 

 

 

 

  

別添３ 
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修正前 修正後 

（図 原子力災害対策体制の全体像） 

 

 

 

 

（図 原子力災害対策体制の全体像） 
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修正前 修正後 

（図 全面緊急事態に至るまでの危機管理体制の移行） 

 

（図 全面緊急事態に至るまでの危機管理体制の移行） 
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修正前 修正後 

（図 原子力災害対策本部事務局の体制（フェーズ１：初動対応）） 

 

 

 

 

（図 原子力災害対策本部事務局の体制（フェーズ１：初動対応）） 
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修正前 修正後 

（図 原子力災害対策本部事務局の体制（フェーズ２：初動対応後）） 

 

 

 

 

（図 原子力災害対策本部事務局の体制（フェーズ２：初動対応後）） 
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修正前 修正後 

（図 情報収集事態時及び警戒事態時の情報伝達方法） 

 

 

（図 情報収集事態時及び警戒事態時の情報伝達方法） 
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修正前 修正後 

（図 施設敷地緊急事態時の情報伝達方法） 

 

（図 施設敷地緊急事態時の情報伝達方法） 

 

 




